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11

【SA法学編】

憲

法

行

政

法

刑

法

刑
事
訴
訟
法



国務請求権（受益権）
No.23	 国務請求権（受益権）	 49

基本的人権全般
No.24-31	 国民の権利・義務 	 51

最高裁判所判例
No.32-34	 最高裁判所判例 	 64

統治機構
国　会

No.35	 国会議員 	 72
	 36	 免責特権 	 73
	 37	 法律の制定手続 	 74
	 38	 衆議院の優越 	 75
	 39	 衆議院の解散・緊急集会 	 76
	 40-42	 国　会 	 77

国会・内閣
No.43-49	 国会・内閣 	 81

内　閣
No.50	 内閣の職務権限 	 92
	 51-52	 内　閣 	 93
	 53	 内閣総理大臣の権限 	 96

国会・内閣・司法
No.54-56	 国会・内閣・司法 	 97

司　法
No.57-61	 司　法 	 103
	 62	 司法権の限界 	 112
	 63	 違憲審査の対象 	 113
	 64	 裁判の公開 	 114

財政・地方自治
No.65	 財　政 	 115
	 66	 地方自治 	 116

憲法改正
No.67	 憲法改正 	 118

10

【SA法学編】

選択式
選択式

No.68	 国民の権利・義務 	 120
	 69-70	 国会・内閣・司法 	 121

11

【SA法学編】

憲

法

行

政

法

刑

法

刑
事
訴
訟
法



律の改廃の判断を待つべきであるから、法律の執行を拒むことが認められる。
⑷　妥当でない。憲法 66 条 1 項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長
たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と定めている。内閣
法は「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を
分担管理する。」（内閣法 3条 1項）と規定する一方で、「前項の規定は、行政事務
を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。」（内閣法 3条 2項）と
しており、国務大臣について、行政事務を分担管理しない大臣を設けることも認め
られる。

⑸　妥当。司法（憲法 76 条 1 項）とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言
することによって、これを裁定する国家の作用をいう。判例は、①当事者間の具体
的な権利義務ないしは法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法律
の適用によって終局的に解決し得べきものに対してのみ、裁判所の審査権が及ぶと
している（最判昭 28・11・17）。単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学
問上・科学上の論争などは、①の要件を満たさず、また法律の適用によって終局的
に解決できるものではなく②の要件も満たさないから、司法審査は及ばない。

正解⑴、⑷
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◆過去5年間の出題分析
◆行政法必須用語
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	 36	 広域組織犯罪等 	 179

行政法
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選択式
選択式

No.67-68	 行政法全般 	 225
	 69	 行政行為 	 228
	 70	 地方公務員法 	 229
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過去５年間の出題分析
【分野別分布】

階　級 巡査部長 警部補 警　部
実施年（平成、令和） 3031 ２ ３ ４ 計 31 元 ２ ３ ４ 計 30 元 ２ ３ ４ 計

一
般
行
政
法

地方自治法
地方自治組織 ２ １ １ ４ １ １ １ １
地方議会 １ １ ２ ４ １ １ １ １
執行機関 １ ２ ３ １ １ １ ０
地方公共団体の事務 ０ ０ ０
条例・規則 １ １ ２ ０ 0
その他 ０ ０ ０

地方公務員法
地方公務員の意義 １ １ １ １ ０
公務員の地位の発生と変動 ０ １ １ ２ １ ５ １ １ ２
服　務 ２ ３ ３ ８ ３ ３ ２ ３ ３ 14 ２ １ １ １ ５
公務員の責任 ５ ２ １ ８ １ １ １ １ １ ５ １ １
その他 ０ ０ ０

警察作用
行政処分 ４ １ ５ ２ 12 １ １ １ ２ ５ ２ ２
即時強制 ５ ５ 10 ０ ０
行政手続法 １ １ １ ２ ５ １ １ １ １ ４ １ １ １ ３
情報公開法・個人情報保護法等 ５ ５ ０ ２ １ ３
その他の活動 ２ １ ３ ２ １ １ ４ ０

行政救済法
国家賠償法 １ １ １ ３ １ １ １ １ ４ １ １ １ ３
行政不服申立て ５ １ ６ １ １ １ １ ４ １ １ ２ ４
行政事件訴訟法 ０ １ １ ０

警
察
法

総　則
警察の責務等 ２ １ ２ ５ １ １ １ １

国の警察機関
国家公安委員会 ２ ２ １ １ １ １ １ ３

都道府県警察
都道府県公安委員会 ３ ２ ２ １ １ ９ １ １ １ ３ １ １ ２ ４
苦情申出 ０ １ １ ２ １ １ ２
警察署協議会 ２ １ ３ １ １ １ ３ １ １ ２
その他 １ １ ２ １ １ １ ３ １ １
都道府県警察相互の関係等

協力義務 １ １ ２ ０ ０
援助の要求 １ １ ２ １ １ １ ３ １ １ ２
境界周辺における事案に関する権限 １ １ １ １ １ ５ ０ １ １ ２
広域組織犯罪等に関する権限・措置 ２ ２ ４ １ １ １ １ １ ３
管轄区域外における権限 ２ ２ １ １ １ １
事案の共同処理に係る指揮及び連絡 ０ ０ ０
警察官の職権行使 １ １ ０ ０
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⑸　妥当でない。職員が懲戒処分の事由に該当するときは、任命権者は戒告、減給、
停職又は免職のいずれかの懲戒処分をすることができる（地公法 29 条 1 項）。これ
らは、職員の義務違反に対する制裁としての意義を有しており、懲戒処分として
は、この 4種類があるだけである。したがって、訓告等を行う場合には、懲戒処分
としての制裁的実質を備えるものであってはならない。

正解⑷、⑸
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選択式

◆過去5年間の出題分析
◆刑法必須用語
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	 21	 予備罪 	 266
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No.22-26	 共　犯 	 268
	 27	 共犯からの離脱 	 276

刑　法
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罪数・刑罰
No.28	 罪　数 	 277
	 29	 不可罰的事後行為 	 279
	 30	 刑の減軽事由 	 280
	 31	 没収の対象物 	 281

刑法理論
No.32-43	 刑法理論 	 282
その他

No.44	 刑法上の用語 	 302
	 45	 親告罪 	 303

各　論
国家の法益を侵害する罪

No.46-49	 公務執行妨害罪 	 305
	 50	 公務執行妨害罪・職務強要罪 	 310
	 51	 公務の執行を妨害する罪 	 311
	 52	 逃走の罪 	 313
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	 61	 文書偽造の罪 	 327
	 62	 有価証券偽造の罪 	 329
	 63	 支払用カード電磁的記録に関する罪 	 330
	 64	 不正指令電磁的記録に関する罪 	 333
	 65-66	 偽造の罪 	 334

個人の法益を侵害する罪
No.67	 暴行概念 	 337
	 68	 傷害・過失傷害の罪 	 338
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	 70	 遺棄の罪 	 341
	 71	 生命・身体に対する罪 	 343
	 72-73	 逮捕・監禁の罪 	 345
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	 74	 脅迫の罪 	 348
	 75	 略取・誘拐・人身売買の罪 	 349
	 76	 略取・誘拐の罪 	 351
	 77	 強制性交等罪 	 352
	 78	 わいせつ・強制性交等の罪 	 354
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	 101	 横領罪 	 391
	 102	 横領の罪 	 392
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	 106-107	 盗品等に関する罪 	 399
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	 109	 親族間の犯罪に関する特例（刑法244条）	 403
	 110	 財産犯 	 405

事例と刑責
No.111-114	 事例と甲の刑責 	 408
その他

No.115	 特別刑法 	 419

選択式
選択式

No.116-120	 事例と甲の刑責 	 422
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した場所は、店舗等として用いられている 1階部分であり、住居として使用されて
いる 2階部分に及んでおらず、店舗等と住居は構造上独立していることから、1階
店舗は、2階にある住居部分に従属する場所ではなく、その住居から独立した区画
であって、人の看守する建造物であり、甲は建造物侵入罪の刑責を負う（刑事資料
63 巻 11 号 p.68）。

⑸　妥当でない。保護責任者遺棄罪（刑法 218 条）の保護法益は、要保護者の生命・
身体に対する危険であるところ、本罪の基本的性格上、たとえ生存に必要な保護を
しない等の行為であっても、それが要保護者の生命・身体に抽象的にせよ危険を生
じさせない性質の行為である場合には、本罪は成立しないこととなる。また、本罪
において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体の安全を危
険にさらしてはならないという義務であるから、民法上の扶養義務（民法 877 条）
とは異なる。枝文の場合、甲女は、男児Aを置き去りにしたまま逃走しているの
であるから、保護者としての民法上の扶養義務を怠ったことは明らかである。しか
し、その場所はY医院の産婦人科内であり、しかもAは保育器に入っているので
あるから、生命・身体の安全という点では最も適した場所である。したがって、A
を置き去りにした甲女の行為は、Aの生命・身体を危険にさらしたものではない
から、抽象的危険も認められず、保護責任者遺棄罪は成立しない（刑事資料 64 巻
10 号 p.22）。

正解⑵、⑶、⑸
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選択式

◆過去5年間の出題分析
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No.12-13	 司法警察員の権限 	 465
任意捜査

No.14	 出頭要求・取調べ 	 467
	 15	 取調べ 	 468
	 16	 照　会 	 470
	 17	 任意提出 	 471
	 18	 領　置 	 472
	 19-22	 任意捜査 	 473

逮　捕
No.23	 通常逮捕 	 479
	 24	 通常逮捕・緊急逮捕 	 480
	 25-26	 緊急逮捕 	 482
	 27-28	 現行犯逮捕 	 484
	 29	 軽微犯罪 	 487
	 30-35	 逮　捕 	 488

逮捕後の手続・勾留
No.36	 刑事手続 	 498
	 37	 引致・引致後の措置 	 499
	 38	 引致後の措置 	 501
	 39-41	 逮捕後の手続 	 502

刑事訴訟法
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	 42	 送致・送付 	 507
	 43-46	 逮捕・勾留 	 509
	 47	 勾　留 	 516
	 48	 被疑者の勾留 	 517

捜索・差押え・検証・鑑定等
No.49-50	 令状による捜索・差押え 	 519
	 51	 令状によらない捜索・差押え 	 522
	 52	 令状によらない捜索・差押え・検証 	 524
	 53-56	 捜索・差押え等 	 525
	 57-61	 捜索・差押え・検証等 	 531
	 62	 夜間執行の制限 	 541
	 63	 立会人 	 542
	 64	 捜索・差押えに伴う処分 	 543
	 65	 捜索・差押え・検証に伴う処分 	 544
	 66	 押収拒絶権 	 546
	 67	 採取・押収に必要な令状 	 547
	 68	 強制採血 	 549
	 69-70	 鑑定・身体検査 	 549
	 71	 鑑　定 	 553
	 72	 令状の性質 	 554

押収物の措置
No.73-79	 押収物の措置 	 555
	 80-81	 還　付 	 565
	 82	 還付・仮還付 	 568

弁護人
No.83	 弁護人選任権 	 569
	 84	 被疑者国選弁護制度 	 571
	 85-92	 弁護人の選任・接見交通 	 572
	 93	 接見交通権 	 586

公訴・公判
公訴・公判

No.94	 公　訴 	 588
	 95	 公訴時効 	 589
	 96-97	 公訴・公判手続 	 590
	 98	 準抗告 	 594
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	 99	 司法制度 	 595
証　拠

No.100-106	 証　拠 	 596
	 107	 自　白 	 610
	 108	 自白と補強証拠 	 611
	 109-110	 伝聞証拠 	 612
	 111	 特に信用すべき書面 	 615

司法制度改革
司法制度改革

No.112	 合意制度 	 617
	 113	 公判前整理手続 	 618
	 114	 即決裁判手続 	 619
	 115	 司法制度改革 	 621

選択式
選択式

No.116	 取調べ 	 624
	 117	 送致・送付 	 625
	 118	 捜索・差押え 	 627
	 119	 鑑定処分 	 629
	 120	 自白と補強証拠 	 630
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